
 

   令和７年度第１回埼玉県少子化対策協議会 次第 

 

日時：令和７年７月８日（火） 

   １０：００～１１：３０ 

方法：Teams 

 

 

１ 開会 

 

 

２ 挨拶                

  議長（埼玉県福祉部こども政策局長） 

 

 

３ 議題等 

（１）令和７年度における少子化対策協議会の運営について 

（２）放課後児童対策について 

（３）低年齢児保育促進事業について 

（４）障害児保育事業について 

（５）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について 

（６）児童福祉法等改正に伴う保育所等の職員による虐待に関する通告義務につい

て 

（７）ベビーギフトの申請期限変更に際するフォローアップについて 

（８）地域少子化対策重点推進交付金について 

（９）埼玉県の働き方改革推進施策について 

（１０）その他 

 

 

４ 閉会 



令和７年度少子化対策協議会の運営について

【ＷＧテーマ】

待機児童
待機児童
対策協議会

【ＷＧテーマ】

子育て支援

内容を協議会に
フィードバック・共有

議長︓県こども政策局長
構成委員︓全市町村

特定の事項に関する調査及び検討を行う場

【ＷＧテーマ】

結婚
新生活支援

資料（１）

市町村

少子化対策協議会











低年齢児保育促進事業について

事業概要

一歳児担当保育士について、国が定める保育士配置基準は児童６人につき１人であるが、
一歳児保育を手厚く行うため、児童４人につき１人として配置した場合にその加配に係る
経費を補助する県単独事業

・開始年度：昭和56年度～（6:1→5:1）、平成元年度～（6:1→4:1）

・補助単価：児童１人あたり月20,000円（県1/2、市町村1/2）

・対象施設：私立保育所、私立認定こども園（保育所型・幼保連携型） ※R6県内実施率 92.6％

・補助対象：保育士、保育教諭

・R7予算額：571,076千円

【低年齢児保育促進事業（一歳児担当保育士雇用費）について】

令和７年７月８日
こ ど も 支 援 課

資料３



１ みなし保育士について
１歳児担当保育士等として認める者の範囲の拡大。

【改正後】
みなし保育士（幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭、保育士と同等の知識及び経験を有すると

認める者＊、准看護師）も１歳児担当保育士等として認める。
＊次のいずれかに該当する者とする。
（１）保育所等で保育業務に従事した期間が十分にある者（常勤で１年相当程度）
（２）家庭的保育者
（３）子育て支援員研修（地域保育コース（地域型保育））を修了した者

低年齢児保育促進事業について

【令和７年度改正点について（案）】

２ １歳児担当保育士雇用費について

（１）補助単価
・公定価格における１歳児配置改善加算を取得する施設の場合

現行補助単価１歳児１人につき２万円から１歳児配置改善加算の単価（「その他地域」区分の
単価）を減じた額を補助単価とする。

・公定価格における１歳児配置改善加算を取得しない施設の場合
従前どおり１歳児１人につき２万円を補助単価とする。



低年齢児保育促進事業について

【令和７年度改正点について（案）】

（２）補助要件
以下のいずれの要件も満たす場合に補助を行う。ただし、令和７年度途中に要件を

満たした場合は、４月１日に遡り、補助要件を満たしたものとして扱う。
ⅰ 処遇改善等加算の区分１、区分２及び区分３のいずれも取得していること。
ⅱ 業務においてＩＣＴの活用を進めており、以下の①及び②～④のいずれか１つの機能以上の

機器を導入し、業務に活用していること。
① 園児の登園及び降園に管理に関する機能
② 保育に係る計画・記録に関する機能
➂ 保護者との連絡に関する機能
④ キャッシュレス決済に関する機能

１歳児の職員配置を５︓１以上に改善し、以下の(1)~(3)の要件を全て満たした場合に加算される。
(1) 処遇改善等加算区分１、２、３の全てを取得している
(2) 業務においてＩＣＴの活用を進めている
（①登降園管理、②計画・記録、③保護者連絡、④キャッシュレス決済のうち、
①及びもう１機能以上の機器を導入し活用している）

(3) 施設・事業所の職員の平均経験年数が10年以上

【参考】公定価格における1歳児配置改善加算要件

【県独自の補助要件】
・加算要件「（３）職員の平均経験年数１０年以上」の
早期達成が困難であることを踏まえ、要件（３）を免除し、
県補助を継続する。

・令和７年度途中にⅰ及びⅱの要件を満たした場合は、
４月１日に遡り、補助要件を満たしたものとして取扱う。



低年齢児保育促進事業について

【参考】国通知最終改正令和7年4月11日付けこ成保295及び７文科初第233号「特定教育・保育等に要する費用の
額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」１歳児配置加全加算（保育所部分抜粋）



【保育士の配置基準及び配置改善加算一覧】

★１歳児の配置改善加算が新たに創設。配置基準はそのまま。

低年齢児保育促進事業について



障害児保育事業について

○ 事業概要
・中軽度の障害児３人につき１人以上の保育士を加配する場合の経費を補助する

○ 実施主体 ・市町村（政令指定都市・中核市を除く）

○ 補助単価 ・児童１人あたり 月額 40,000円（県1/2、市町村1/2）

○ 令和７年度予算 ・59,280千円

【参考①】：交付税基準額：児童１人あたり年1,633,601円

【参考②】：市町村単独事業を実施していない（県事業のみ実施している）市町村数
１０市町村（R7.5県調査：公立保育園のみの２町村除く）

令和７年７月８日
こ ど も 支 援 課

資料４－１



国の通知（令和6年12月5日こども家庭庁成育局保育政策課）



県から市町村への通知（令和7年6月6日こども支援課長）

市町村保育担当課向け通知 市町村財政担当課向け通知



資料４－２





資料４－３























資料５－１





























































資料５－２













令和７年７月８日
こ ど も 支 援 課

児童福祉法の改正に伴う保育所等の職員による虐待に関する通告義務について

○ 所管行政庁が都道府県知事
保育所、認可外保育施設※、一時預かり事業、病児保育事業、児童館 など

○ 所管行政庁が市町村長
放課後児童健全育成事業、家庭的保育事業等、乳児等通園支援事業、児童育成支援拠点事業、子育て短期支援事業

※認可外保育施設に係る一般通告の対応等については、権限移譲の可否や事業量について調査を行っています。

○ 保育所等の職員による虐待について、児童養護施設等の職員による虐待と同様に以下の規定を設けた。（令和７年１０月１日施行）
・虐待を受けたと思われる児童を発見した場合の都道府県知事又は市町村長への通告義務（法第33条の12）
（保育士等の虐待は児童福祉法において「一般通告」と定義）

・所管行政庁は、通告等の内容についての調査や安全な生活環境を確保するために必要な措置を行う（法第33条の14）
・所管行政庁は、必要な措置を講じたときは、その内容等について児童福祉審議会等に報告し、
・審議会はその報告について意見を述べることができる。（法第33条の15）
・都道府県知事は、毎年度、虐待の状況等について公表する。 （法第33条の16）
・市町村長は、毎年度、自ら所管行政庁である事業又は施設に係る虐待の状況を都道府県知事に報告する。（法第33条の16）

１ 改正内容

○ 国が令和７年夏頃に策定予定のガイドラインに基づき、本県における対応等を市町村に通知

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的的な提供の推進に関する法律」において「幼保連携型認定こども園」が、「学校教
育法」において「幼稚園」が、児童福祉法と同様の規定が設けられた。

２ 対象施設

３ 今後の対応

４ その他

資料６



フォローアップのイメージ

申請者
リスト

申請していない人を
抽出県民の方が申請可能となった月

から６か月後の中旬に提供

申請していない人を
フォローアップ

チラシから
申し込み

①のリスト提供後

手紙、電話掛け、家庭訪問
などによりフォローアップ
を開始

孤立が疑われる場合は状況に応じた対応を行う

時 期

➀の２か月後の１５日までに報
告、以後毎月報告
（最終報告令和7年12月15日） 「フォローアップを行っ

た件数」等を毎月報告

①リストの提供

②ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ開始

１

２

③ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ状況報告

子育て世帯市町村県

３

令和５年12月21日付け少子第１１７０号
の参考資料を時点修正

資料７
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結婚ムーブメント推進事業

地域の結婚支援ボランティア・事業者等を活用した伴走型支援の充実

官民共同で設置した「SAITAMA出会いサポートセンター」（通称「恋たま」）で、
身だしなみアドバイス等の丁寧な相談対応等を実施

結婚支援コンシェルジュ

・オンラインによる結婚相談 週２回
・各市町での出張相談会

内容
・出張相談会を実施するための会場の確保
・SNSでのPR、チラシ・動画の掲示等による広報

・ボランティア等の選定

市町村の参画内容

結婚支援コンシェルジュの活用により、「恋たま」事業及び市町村が実施する結婚支援に
対する取り組みの深化を図る。

・コンシェルジュの任用
週５日フルタイム×２人

・各市町村や企業へのサポート・新規
開拓

内容
・コンシェルジュとの、課題や市町村の取組方針および
イベントやセミナーの開催情報の共有

市町村の参画内容



埼玉県の働き方改革推進の取組について（男性育休・両立支援関係）

 働き方改革セミナー（テーマ︓男性育休）の開催
• 男性の働き方見直しの取組についての講義、企業の先進事例を紹介

 男性育休取得促進に取り組む企業へのアドバイザー派遣
• 社会保険労務士などのアドバイザーを派遣し、企業の課題解決を支援

 「男性育休推進宣言企業」制度
• 男性の育児休業取得を推進している企業を登録し、宣言内容を広く発信
★登録企業︓353社1,960事業所（令和7年3月末時点）

 「男性育休推進員」によるアドバイス
• 育休取得しやすい職場環境整備に取り組む企業に対し、
実績のある企業がアドバイスを行う

企業向け支援

 仕事と生活の両立支援窓口
• 仕事と子育ての両立に悩む労働者を対象に、
専門の相談員が、電話等による相談・情報
提供を行う

労働者向け支援

 埼玉PX（ピーエックス）大賞の開催
• 男性の育児と仕事の両立を積極的に支援する県内中小企業
を「埼玉PX大賞」として表彰

• 受賞企業の取組を表彰式や県ホームページ等を通じて広く
発信することにより、受賞企業のイメージアップや人材の
確保に繋げていただくとともに、他の企業へ取組の普及を
図っていく

「第1回埼玉PX大賞」の実施結果

＜埼玉PXとは＞父性を意味するパタニティと変革を意味するトランスフォーメーションを
組み合わせた造語。埼玉県内の企業が、男性従業員の育休取得の推進を契機として、誰
もが安心して育児と仕事を両立できる職場環境づくりなど、組織の活性化や企業風土の
改革に取り組むことを指している。

大賞

奨
励
賞

セキネシール工業株式会社 (小川町)

アイバ産業株式会社 (さいたま市)
新興プラント工業株式会社(所沢市)
株式会社ティー・アイ・シー(越谷市)
株式会社日さく (さいたま市)

市町村の皆様へ
 現在、第2回埼玉PX大賞の候補企業を募集中です
（8/29(金)まで）

 管内に男性の育休取得に積極的な中小企業がござ
いましたら、ぜひ応募をお勧めしていただけます
ようお願いいたします

市町村の皆様へ
 今年度、隔週火曜に夜間相談(19時まで)を開始しました
 リンク用バナーも作成しましたので、貴市町村のホーム
ページにリンクを貼っていただけますと幸いです

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/rodo/seikatsu-
ryouritsu/index.html

資料９

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/rodo/seikatsu-

